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委員会の審査から�
市議会には、４つの常任委員会が設置されており、本会議で付託された議案・請願等、各所管事項について�

詳細にわたり審査を行いました。その中から、各委員会の主な審査状況をお知らせします。�
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委
員　

補
助
金
の
内
容
は
。

　

担
当
者　

補
助
金
の
対
象
で
す

が
、
青
色
回
転
灯
の
購
入
及
び
取

り
つ
け
経
費
、
拡
声
器
、
無
線
通

信
機
等
の
購
入
及
び
取
り
つ
け
経

費
、
パ
ト
ロ
ー
ル
中
で
あ
る
こ
と

を
示
す
表
示
板
等
に
か
か
わ
る
経

費
、
車
を
白
と
黒
に
塗
り
か
え
る

経
費
、
委
託
実
施
経
費
等
で
す
。

繰
越
金

　

委
員　

繰
越
金
約
一
六
億
円
の

補
正
額
は
昨
年
度
の
決
算
後
の
繰

越
金
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
金

額
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
判
断

し
て
い
る
の
か
。

　

担
当
者　

繰
越
金
の
増
減
を
判

断
す
る
一
つ
の
指
標
に
実
質
収
支

比
率
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
標
準

財
政
規
模
に
対
す
る
繰
り
越
し
額

の
比
率
で
す
が
、
平
成
一
八
年
度

の
実
質
収
支
比
率
は
、
二
・
九
％

ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
お
む

ね
三
％
か
ら
五
％
の
範
囲
が
適
正

範
囲
と
い
わ
れ
て
お
り
、
町
田
市

の
場
合
は
決
算
規
模
が
一
、
一
〇

〇
億
円
程
度
で
す
の
で
、
妥
当
な

額
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

委
員　

前
年
度
繰
越
金
の
内
容

を
説
明
し
て
ほ
し
い
。

　

担
当
者　

最
終
の
予
算
現
額
と

し
て
は
、
一
九
四
億
五
、
〇
〇
〇

万
円
ほ
ど
の
歳
入
歳
出
予
算
と
な

っ
て
お
り
、
収
入
率
で
は
、
九
九

％
の
収
入
、
執
行
率
が
九
一
・
三

％
と
い
う
こ
と
で
、
収
入
と
支
出

の
差
が
今
回
の
繰
越
金
で
あ
り
、

ま
た
、
三
年
間
の
事
業
期
間
の
中

で
基
本
的
に
進
め
て
い
く
と
い
う

考
え
方
で
、
初
年
度
に
つ
い
て
は

通
常
は
余
剰
金
が
出
て
、
二
年
次
、

三
年
次
に
使
い
な
が
ら
事
業
運
営

を
し
て
い
く
形
に
な
り
ま
す
。

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
補
助

金

町
田
市
介
護
保
険
事
業
会
計

補
正
予
算

　

委
員　

最
近
の
犯
罪
の
状
況
は

ど
う
か
。

　

担
当
者　

町
内
会
・
自
治
会
の

協
力
の
お
か
げ
で
犯
罪
は
ど
ん
ど

ん
減
っ
て
い
ま
す
。
平
成
一
七
年

か
ら
が
く
っ
と
減
り
、
平
成
一
八

年
も
さ
ら
に
三
〇
〇
件
ほ
ど
、
こ

と
し
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
九
月
で

す
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
上
回
る
減

り
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。

の
余
剰
金
の
活
用
と
い
う
点
で
検

討
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

担
当
者　

新
潟
県
中
越
沖
地
震

等
の
教
訓
か
ら
、
今
回
歳
出
で
計

上
し
ま
し
た
住
宅
耐
震
実
態
調
査

等
、
市
と
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
い
け
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
取

り
組
む
と
い
う
こ
と
で
、
内
部
で

も
何
が
必
要
な
の
か
、
何
を
市
と

し
て
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
か
議
論
し
て
い
ま
す
。

財
政
調
整
基
金
積
立
金

　

委
員　

財
政
調
整
基
金
へ
の
積

立
額
が
一
八
億
九
八
〇
万
八
、
〇

〇
〇
円
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ

の
算
出
根
拠
は
。

　

担
当
者　

前
年
度
繰
越
金
の
二

分
の
一
に
当
た
る
一
〇
億
五
、
六

六
〇
万
五
、
〇
〇
〇
円
、
今
回
の

九
月
補
正
予
算
に
お
け
る
歳
入
歳

出
の
余
剰
金
七
億
四
、
五
六
五
万

三
、
〇
〇
〇
円
、
基
金
の
運
用
利

子
七
五
五
万
円
、
合
計
し
て
一
八

億
九
八
〇
万
八
、
〇
〇
〇
円
に
な

り
ま
す
。

　

委
員　

お
よ
そ
七
億
数
千
万
円

　

委
員　

講
師
謝
礼
に
つ
い
て
、

一
回
当
た
り
の
金
額
と
そ
の
根
拠

は
。

　

担
当
者　

そ
れ
ぞ
れ
一
回
五
万

円
で
、
開
館
当
初
か
ら
、
専
門
性

に
か
ん
が
み
て
、
そ
の
金
額
で
続

け
て
い
ま
す
。

博
物
館
事
業
費

住
宅
耐
震
実
態
調
査
委
託
料

　

委
員　

昭
和
五
六
年
以
前
の
建

築
物
は
町
田
市
に
は
ど
の
く
ら
い

あ
る
の
か
。
ま
た
調
査
対
象
と
調

査
期
間
は
。

　

担
当
者　

昭
和
五
六
年
以
前
の

建
築
物
は
約
二
万
五
、
〇
〇
〇
戸

と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査
で

正
確
な
件
数
や
ど
こ
に
ど
う
い
う

住
宅
が
あ
る
の
か
を
調
べ
て
い
き

た
い
。
期
間
は
二
カ
月
ぐ
ら
い
で
、

年
度
内
に
方
針
を
見
つ
け
た
い
。

　

委
員　

調
査
を
し
た
あ
と
の
具

体
的
な
施
策
は
何
か
。

　

担
当
者　

今
回
の
調
査
は
、
高

齢
者
の
住
宅
が
ど
の
く
ら
い
あ
る

の
か
と
い
う
確
認
作
業
も
入
っ
て

い
ま
す
。
耐
震
工
事
は
相
当
の
費

用
が
か
か
り
個
人
の
負
担
も
必
要

に
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
難
し
い

判
断
に
は
な
り
ま
す
が
、
高
齢
者

の
命
を
守
れ
る
方
法
は
何
か
を
検

町
田
市
営
住
宅
条
例
の
一
部

改
正

　

委
員　

市
営
住
宅
に
新
規
に
入

居
す
る
と
き
に
、
そ
の
都
度
警
察

に
暴
力
団
員
で
な
い
か
身
元
の
照

会
を
す
る
の
か
。

　

担
当
者　

今
後
整
理
を
し
て
い

き
ま
す
が
、
新
規
入
居
者
に
つ
い

て
は
基
本
的
に
は
照
会
を
か
け
よ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

委
員　

今
ま
で
は
ど
の
よ
う
に

審
査
さ
れ
て
い
た
の
か
。
暴
力
団

員
と
わ
か
り
退
去
を
求
め
る
場
合

に
、
ど
の
よ
う
に
退
去
を
さ
せ
る

の
か
。

　

担
当
者　

今
ま
で
入
居
に
際
し

て
暴
力
団
員
か
否
か
は
審
査
を
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
は
、

警
察
と
協
力
を
し
て
退
去
し
て
も

ら
う
旨
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
校
全
員
に
配
り
イ
ベ
ン
ト
の
案

内
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

討
し
て
い
き
た
い
。

平
成
一
八
年
度
町
田
市
病
院

事
業
会
計
決
算

　

委
員　

本
来
の
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
額
に
、
三
億
五
、
〇
六
五

万
一
、
〇
〇
〇
円
下
回
る
実
績
と

な
っ
た
理
由
は
何
か
。

　

担
当
者　

市
の
財
政
事
情
が
あ

り
、
こ
こ
数
年
病
院
へ
の
繰
り
入

れ
は
、
一
三
億
五
、
〇
〇
〇
万
円

で
、
不
足
分
に
つ
い
て
は
、
病
院

の
自
助
努
力
で
カ
バ
ー
し
て
ほ
し

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

委
員　

高
額
医
療
機
器
の
効
果

的
な
活
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
の
か
。

　

担
当
者　

例
え
ば
、
Ｃ
Ｔ
の
検

査
待
ち
は
、
前
年
の
月
平
均
一
五

日
待
ち
を
一
二
日
と
三
日
短
縮
さ

せ
ま
し
た
。
Ｍ
Ｒ
Ｉ
は
前
年
五
日

待
ち
だ
っ
た
の
が
、
逆
に
八
日
と

三
日
ほ
ど
ふ
え
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
こ
う
い
っ
た
具
体
的
な
数
値

を
示
し
な
が
ら
、
一
定
の
シ
ー
ト

化
を
図
り
、
改
善
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
一
つ
。
そ
れ
か
ら
、
人
間

ド
ッ
ク
で
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

今
考
慮
中
で
す
。

芸
術
拠
点
形
成
事
業
費

　

委
員　

地
域
と
の
連
携
、
学
校

と
の
連
携
と
い
う
こ
と
だ
が
、
担

当
の
中
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ

っ
た
の
か
。

　

担
当
者　

地
域
と
の
連
携
で
す

が
、
今
回
は
謡
曲
「
横
山
」
の
舞

台
、
小
野
路
地
区
に
光
を
当
て
、

地
域
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
案
内
す

る
会
が
あ
り
ま
す
。
学
校
と
の
連

携
で
す
が
、
チ
ラ
シ
を
子
ど
も
向

け
に
つ
く
り
、
市
内
公
立
の
小
中

　

町
田
市
重
度
心
身
障
が
い
児
童

福
祉
手
当
条
例
の
失
効
に
伴
い
、

当
該
条
例
を
引
用
し
て
い
る
規
定

を
削
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
で
す
。

可
決
・
認
定
し
た�

主
な
議
案
の
内
容�

可
決
・
認
定
し
た�

主
な
議
案
の
内
容�

町
田
市
心
身
障
害
者
福
祉
手

当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例　

　

公
営
住
宅
法
に
基
づ
く
管
理
代

行
制
度
を
導
入
し
て
市
営
住
宅
の

管
理
を
管
理
代
行
者
に
行
わ
せ
る

こ
と
及
び
市
営
住
宅
か
ら
暴
力
団

員
を
排
除
す
る
こ
と
等
を
目
的
と

し
て
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
す
。

町
田
市
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例　

　

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理
を

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
及

び
当
該
住
宅
か
ら
暴
力
団
員
を
排

除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

町
田
市
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例　

　

日
本
郵
政
公
社
と
旧
ぱ
・
る
・

る
プ
ラ
ザ
町
田
の
土
地
及
び
建
物

に
係
る
売
買
契
約
を
締
結
す
る
も

の
で
す
。

中
心
市
街
地
活
性
化
施
設
の

取
得　

　

東
京
都
か
ら
町
田
市
に
移
管
さ

れ
た
道
路
等
を
市
道
に
認
定
す
る

も
の
で
す
。

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
第
二
四
四
条
の
二

第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
来
年

一
月
に
新
設
す
る
予
定
の
金
井
学

町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て　

童
保
育
ク
ラ
ブ
の
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
も
の
で
す
。

　

地
方
公
営
企
業
法
第
三
〇
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の

認
定
に
付
す
る
も
の
で
す
。

　

九
月
四
日
に
上
程
さ
れ
、
保
健

福
祉
常
任
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、

一
〇
月
一
〇
日
の
定
例
会
最
終
日

に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
一
八
年
度
町
田
市
病
院

事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い

て　

　
【
経
営
状
況
】

　

収
益
的
収
支
で
、
入
院
・
外
来

の
料
金
収
益
は
前
年
度
よ
り
五
億

七
、
三
一
三
万
円
（
七
・
二
％
）

の
増
収
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
、

費
用
は
全
体
で
三
億
九
、
九
七
〇

万
円
増
加
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

決
算
額
は
収
益
的
収
入
が
一
○
六

億
二
、
六
三
〇
万
円
で
前
年
度
に

比
べ
六
億
円
（
六
・
〇
％
）
の
増
、

収
益
的
支
出
が
一
○
六
億
六
、
九

九
四
万
円
で
前
年
度
に
比
べ
三
億

九
、
九
七
〇
万
円
（
三
・
九
％
）

の
増
と
な
り
、
差
引
き
四
、
三
六

四
万
円
の
当
年
度
純
損
失
を
計
上

し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
前
年
度

か
ら
の
繰
越
利
益
剰
余
金
を
加
え

た
当
年
度
末
の
未
処
分
利
益
剰
余

金
は
七
億
三
、
〇
二
八
万
円
と
な

り
ま
し
た
。

　

資
本
的
収
支
で
は
、
病
院
改
築

費
に
一
九
億
二
、
六
八
一
万
円
、

医
療
機
器
等
資
産
購
入
費
に
二
億

四
、
一
五
〇
万
円
、
企
業
債
償
還

金
に
三
億
三
、
二
二
三
万
円
を
要

し
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
七
、

九
八
九
万
円
及
び
都
補
助
金
二
、

八
二
三
万
円
、
企
業
債
一
七
億
一
、

二
四
〇
万
円
を
充
て
、
不
足
す
る

額
六
億
八
、
〇
〇
二
万
円
は
当
年

度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資

本
的
収
支
調
整
額
三
九
九
万
円
と

過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
六

億
七
、
六
〇
三
万
円
で
補
て
ん
し

ま
し
た
。

事
業
報
告
書
か
ら


